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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
雇
用
分
野
の
国
家
戦
略
特
区
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
十
七
ま
で
、
二
十
四
か
ら
三
十
五
ま
で
、
四
十
か
ら
四
十
四
ま
で
及
び
四
十
六
か
ら
六
十
八
ま
で
に
つ
い
て

国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
雇
用
の
分
野
に
係
る
規
制
改
革
事
項
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
が
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
に
「
有
期
雇
用
規
制
の
特
例
」
や
「
解
雇
ル
ー
ル
の
明
確
化
」
等
を
提
案
す
る
な
ど
各

般
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
月
十
八
日
に
日
本
経
済
再
生
本
部
が
決
定
し
た
「
国
家
戦
略
特
区
に
お

け
る
規
制
改
革
事
項
等
の
検
討
方
針
」
（
以
下
「
検
討
方
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
国
家
戦
略
特
区
内
で
、
新
規
開
業

直
後
の
企
業
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
等
が
、
優
秀
な
人
材
を
確
保
し
、
従
業
員
が
意
欲
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、
雇
用

条
件
の
明
確
化
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
企
業
等
が
、
「
我
が
国
の
雇
用
ル
ー
ル
を
的
確
に
理
解
し
、
予
見
可
能
性
を
高
め

る
こ
と
に
よ
り
、
紛
争
を
生
じ
る
こ
と
な
く
事
業
展
開
す
る
こ
と
が
容
易
と
な
る
よ
う
、
「
雇
用
労
働
相
談
セ
ン
タ
ー
（
仮

称
）
」
を
設
置
す
る
。
ま
た
、
裁
判
例
の
分
析
・
類
型
化
に
よ
る
「
雇
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
活
用
し
、
個
別
労
働
関
係
紛

争
の
未
然
防
止
、
予
見
可
能
性
の
向
上
を
図
る
。
」
と
し
、
ま
た
、
有
期
雇
用
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
「
新
規
開
業
直
後
の

企
業
や
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
を
は
じ
め
と
す
る
企
業
等
の
中
で
重
要
か
つ
時
限
的
な
事
業
に
従
事
し
て
い
る
有
期
労
働
者
で
あ

っ
て
、
「
高
度
な
専
門
的
知
識
等
を
有
し
て
い
る
者
」
で
「
比
較
的
高
収
入
を
得
て
い
る
者
」
な
ど
を
対
象
に
、
無
期
転
換

一



申
込
権
発
生
ま
で
の
期
間
の
在
り
方
、
そ
の
際
に
労
働
契
約
が
適
切
に
行
わ
れ
る
た
め
の
必
要
な
措
置
等
に
つ
い
て
、
全
国

規
模
の
規
制
改
革
と
し
て
労
働
政
策
審
議
会
に
お
い
て
早
急
に
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
六
年
通
常

国
会
に
所
要
の
法
案
を
提
出
す
る
。
」
と
し
た
上
で
、
今
後
、
検
討
方
針
に
基
づ
き
、
「
特
例
措
置
を
検
討
、
具
体
化
し
、

国
家
戦
略
特
区
関
連
法
案
を
臨
時
国
会
に
提
出
す
る
な
ど
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
八
か
ら
二
十
二
ま
で
、
三
十
八
及
び
三
十
九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
提
案
」
に
つ
い
て
は
、
有
識
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る

検
討
過
程
の
も
の
と
し
て
、
同
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
委
員
の
了
承
の
も
と
、
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

後
、
平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日
に
同
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
決
定
し
た
「
国
家
戦
略
特
区
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
規
制

改
革
事
項
等
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
検
討
方
針
と
同
じ
結
論
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

二
十
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
議
事
概
要
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日
に
開
催
し
た
第
一
回
会
合
、
同
月
二
十
九
日
に
開
催
し
た
第
三
回
会
合
、
同
年
六
月
十
一
日
に
開

催
し
た
第
四
回
会
合
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
首
相
官
邸
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
。
な
お
、
同
年
五
月

二



二
十
四
日
に
開
催
し
た
第
二
回
会
合
及
び
同
年
十
月
十
八
日
に
開
催
し
た
第
六
回
会
合
に
つ
い
て
は
、
持
ち
回
り
方
式
に
よ

り
開
催
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
年
八
月
一
日
に
開
催
し
た
第
五
回
会
合
は
、
一
部
非
公
開
と
し
て
い
る
。

三
十
六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
西
村
厚
生
労
働
副
大
臣
（
当
時
）
の
発

言
に
お
い
て
示
さ
れ
た
見
解
に
、
変
更
は
な
い
。

三
十
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
労
働
契
約
法
の
施
行
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
四
年
八
月
十
日
付
け
基
発
〇
八
一
〇
第
二
号
厚

生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
通
達
）
に
お
い
て
、
「
無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
す
る
有
期
労
働
契
約
の
締
結
以
前
に
、
無
期
転

換
申
込
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
更
新
の
条
件
と
す
る
等
有
期
契
約
労
働
者
に
あ
ら
か
じ
め
無
期
転
換
申
込
権
を
放
棄
さ
せ

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
雇
止
め
に
よ
っ
て
雇
用
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
る
労
働
者
に
対
し
て
、
使
用
者
が
無
期
転
換
申
込

権
の
放
棄
を
強
要
す
る
状
況
を
招
き
か
ね
ず
、
法
第
十
八
条
の
趣
旨
を
没
却
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
有
期
契
約
労
働

者
の
意
思
表
示
は
、
公
序
良
俗
に
反
し
、
無
効
と
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

四
十
五
に
つ
い
て

三



お
尋
ね
の
「
要
望
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内
閣
官
房
が
平
成
二
十
五
年
八
月
十
二
日

か
ら
同
年
九
月
十
一
日
ま
で
の
期
間
で
実
施
し
た
「
国
家
戦
略
特
区
」
に
関
す
る
提
案
募
集
の
結
果
に
関
し
て
は
、
そ
の
提

案
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
提
案
者
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

四


